
土
木
関
係
補
助
事
業

１ 
が
け
地
近
接
等

　

 

危
険
住
宅
移
転
事
業

■
対
象
（
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方
）

①
が
け
地
に
近
接
す
る
区
域
に
居
住

　

し
て
い
る
方

②
建
築
基
準
法
等
に
よ
り
危
険
な
区

　

域
に
指
定
さ
れ
る
以
前
に
建
て
ら

　

れ
た
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
方

③
令
和
４
年
度
に
移
転
を
行
う
方

■
補
助
金
額

①
撤
去
・
移
転
費
：
上
限
97
万
５
千
円

②
建
設
助
成
費

　

危
険
住
宅
に
代
わ
る
住
宅
の
建
設

（
購
入
）、
土
地
取
得
、
敷
地
造
成
の

た
め
、
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け

た
借
入
金
の
利
子
相
当
額
を
助
成

①
住
宅
建
設
：
上
限
４
６
５
万
円

②
土
地
取
得
：
上
限
２
０
６
万
円

③
敷
地
造
成
：
上
限
60
万
８
千
円

■
申
込
期
限　

令
和
３
年
９
月
30
日

２ 

空
き
家
解
体
撤
去
事
業

■
対
象

①
市
内
に
あ
る
空
き
家
の
所
有
者

②
家
の
所
有
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
者

③
所
有
者
等
が
居
住
し
て
い
な
く
、
他

　

の
用
途
で
使
用
し
て
い
な
い
建
物

※
非
住
宅
の
み
の
解
体
は
対
象
外

④
市
内
業
者
に
依
頼
す
る
工
事
で
対

　

象
工
事
費
の
合
計
額
が
30
万
円
（
消

　

費
税
込
み
）
以
上
の
も
の

■
補
助
金
額

①
一
般
解
体
撤
去

　

対
象
工
事
費
の
30
％（
上
限
30
万
円
）

②
撤
去
後
の
新
築

　

対
象
工
事
費
の
50
％（
上
限
50
万
円
）

■
申
込
期
限
　
令
和
３
年
12
月
28
日

３ 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業

■
対
象

①
市
内
に
あ
る
申
請
人
が
居
住
し
て

　

い
る
持
家

②
市
内
の
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事

　

業
登
録
工
事
業
者
を
利
用
し
た
住

　

宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

③
対
象
工
事
費
20
万
円
以
上
の
も
の

■
補
助
金
額

①
一
般
世
帯

　

対
象
工
事
費
の
10
％（
上
限
15
万
円
）

②
子
育
て
世
帯

　

対
象
工
事
費
の
30
％（
上
限
45
万
円
）

■
申
込
期
限
　
令
和
３
年
12
月
28
日

■
ご
注
意
く
だ
さ
い

①
他
の
補
助
事
業
と
の
重
複
部
分
は

　

対
象
外
（
介
護
保
険
住
宅
改
修
支

　

援
事
業
、
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽

　

設
置
整
備
事
業
等
）
と
な
り
ま
す
。

②
住
宅
１
件
に
つ
き
１
回
の
補
助
で
す
。

４ 

木
造
住
宅
耐
震
診
断
・

　

 

耐
震
改
修
工
事
補
助
事
業

■
対
象

①
市
内
木
造
住
宅
の
居
住
者
ま
た
は

　

所
有
者
（
居
住
者
と
所
有
者
が
異

　

な
る
場
合
、
双
方
の
同
意
が
必
要
）

②
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築

　
（
着
工
）
さ
れ
た
も
の

③
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④
耐
震
改
修
工
事
は
市
内
業
者
に
依

　

頼
す
る
工
事
で
あ
る
こ
と

■
補
助
金
額

①
耐
震
診
断
：
耐
震
診
断
費
用
の
３

　

分
の
２
（
上
限
６
万
円
）

②
耐
震
改
修
工
事
：
対
象
工
事
費
の

　

１
０
０
分
の
23
（
上
限
30
万
円
）

■
申
込
期
限
　
令
和
３
年
12
月
28
日

■
各
事
業
補
助
事
業
に
つ
い
て

①
工
事
中
・
工
事
後
の
申
請
は
補
助

　

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

②
工
事
現
場
立
会
い
等
の
た
め
不
在

　

の
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相

　

談
は
、
事
前
に
ご
連
絡
を
お
願
い

　

し
ま
す
。

※
各
事
業
の
申
請
書
・
添
付
書
類
の
詳

　

細
は
、
土
木
課
建
築
係
ま
た
は
、
市

　

Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

土
木
課
建
築
係
☎
内
線
３
４
０

垂
水
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

促
進
事
業
に
係
る

登
録
工
事
業
者
の
募
集

　

地
域
経
済
の
活
性
化
と
快
適
な
住

環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
に
、
垂
水

市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
補
助
事
業
を

利
用
さ
れ
る
方
か
ら
リ
フ
ォ
ー
ム
工

事
を
受
注
し
た
い
事
業
者
は
、
あ
ら

か
じ
め｢

工
事
業
者｣

の
登
録
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
資
格

　
１
年
以
上
市
内
に
主
た
る
事
業
所

等
（
本
社
ま
た
は
本
店
）
を
有
す
る

会
社
ま
た
は
個
人
事
業
者
で
、
継
続

し
て
事
業
を
実
施
し
て
い
る
者

■
受
付
開
始　

　

令
和
３
年
４
月
１
日
～

※
受
付
は
、
随
時
行
い
ま
す
。

■
登
録
方
法

　

指
定
す
る
申
請
書
お
よ
び
添
付
書

類
を
土
木
課
建
築
係
に
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

※
申
請
書
は
、
土
木
課
建
築
係
ま
た

　

は
市
Ｈ
Ｐ
よ
り
入
手
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

土
木
課
建
築
係
☎
内
線
３
４
０

令
和
２
年
度

定
期
監
査
の
結
果

　

地
方
自
治
法
第
１
９
９
条
第
４
項

お
よ
び
第
９
項
に
基
づ
き
「
定
期
監

査
」
結
果
を
公
表
い
た
し
ま
す
。

■
監
査
対
象

　

市
長
事
務
部
局
、
議
会
事
務
局
、

教
育
委
員
会
事
務
局
、
農
業
委
員
会

事
務
局
、
監
査
事
務
局
、
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
、消
防
本
部
、消
防
署
、

各
消
防
分
団
、
市
内
各
小
中
学
校

■
実
施
期
間

　

令
和
２
年
10
月
６
日
～

　

令
和
３
年
１
月
27
日

■
監
査
対
象
年
度

　

令
和
２
年
度
事
務
事
業
全
般

■
監
査
内
容

　

事
務
分
担
、
予
算
執
行
状
況
、
業

務
実
施
お
よ
び
実
績
報
告
書
、
工
事

執
行
状
況
、
課
内
状
況
に
つ
い
て

■
監
査
方
法

　

監
査
に
あ
た
っ
て
は
、
前
項
の
監

査
内
容
に
基
づ
き
予
め
資
料
の
提
出

を
求
め
、
担
当
職
員
の
説
明
を
聴
取

の
上
、
行
政
の
事
務
事
業
の
合
理
化

と
財
源
の
効
率
的
な
執
行
に
つ
い
て

検
証
す
る
と
と
も
に
、
事
務
処
理
の

簡
素
化
並
び
に
経
費
の
節
減
等
に
つ

い
て
監
査
し
た
。

■
監
査
結
果

　

所
掌
事
務
の
う
ち
予
算
執
行
事
務
、

収
入
事
務
、
支
出
事
務
、
契
約
事
務
、

財
産
管
理
、
経
営
管
理
、
事
務
管
理

に
つ
い
て
監
査
し
た
結
果
、
概
ね
良

好
な
事
務
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
た
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

監
査
事
務
局
☎
内
線
３
５
６

保
健
・
福
祉

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
・

発
達
障
害
啓
発
週
間

　

毎
年
４
月
２
日
は
国
連
が
定
め
た

「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
ま
た
、 

同

日
か
ら
８
日
ま
で
は
「
発
達
障
害
啓

発
週
間
」
で
す
。

■
正
し
い
理
解
が
大
切
で
す

　

自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達
障

害
の
方
は
、
他
人
の
意
図
や
感
情
を
理

解
し
た
り
、 

言
葉
を
適
切
に
使
う
こ
と

が
苦
手
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、 

親
の
し
つ
け
や
家
庭
環
境
が
原
因
で

は
な
く
、
脳
機
能
の
発
達
に
関
係
す
る

も
の
で
す
。発
達
障
害
の
特
徴
を
知
り
、

正
し
く
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
県
庁
障
害
福
祉
課

　

☎
０
９
９

－

２
８
６

－

２
７
４
４

お
た
ふ
く
か
ぜ

ワ
ク
チ
ン
の
助
成

　

お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
予
防
接

種
の
助
成
を
行
い
ま
す
。
接
種
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
医
療
機
関
へ
ご
予

約
く
だ
さ
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

対
象
の
方
に
送
付
す
る
チ
ラ
シ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

 

　
垂
水
市
民
の
方
で
接
種
日
に

①
１
歳
以
上
２
歳
未
満
の
方

②
５
歳
以
上
７
歳
未
満
で
、
小
学
校

　

就
学
１
年
前
の
方

■
対
象
期
間

　
令
和
３
年
４
月
１
日
～

　

令
和
４
年
３
月
31
日

■
助
成
額

　

上
限
４
０
０
０
円
（
１
回
の
み
）

■
接
種
可
能
市
内
医
療
機
関

　

垂
水
中
央
病
院
、
東
内
科
小
児
科
ク

　

リ
ニ
ッ
ク
、
ふ
く
ま
る
皮
ふ
科
ク
リ

　

ニ
ッ
ク
、
よ
し
と
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

※
市
内
医
療
機
関
の
窓
口
で
は
、
接
種

費
用
か
ら
助
成
額
を
差
し
引
い
た
自

己
負
担
分
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

※
市
外
医
療
機
関
で
の
接
種
も
助
成

対
象
と
な
り
ま
す
。
お
手
続
き
方
法
な

ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
チ
ラ
シ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

■
持
参
す
る
も
の　

母
子
健
康
手
帳

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
保
健
課
健
康
増

進
係
☎
内
線
１
３
８
・
１
６
４

研
究
用
抗
原
検
査
キ
ッ
ト

の
取
り
扱
い
に
ご
注
意
を

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

流
行
に
伴
い
、
診
断
を
目
的
と
し
な

い
研
究
用
の
抗
原
検
査
キ
ッ
ト
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
広
告
・

販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
注
意
点

①
感
染
有
無
の
調
査
は
、
医
学
的
判

断
が
必
要
な
た
め
、
自
己
判
断
に
よ

り
感
染
の
有
無
を
調
べ
る
目
的
で
使

用
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
、
感
染
が

疑
わ
れ
る
場
合
は
、
か
か
り
つ
け
医

療
機
関
ま
た
は
受
診
・
相
談
セ
ン
タ
ー

（
０
９
９
４

－

５
２

－

２
１
０
６
）
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

③
発
熱
等
の
症
状
が
な
い
方
で
、
検

査
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
自
費
検

査
が
実
施
可
能
な
市
内
医
療
機
関
（
池

田
温
泉
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
垂
水
中
央
病

院
、
東
内
科
小
児
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
）

へ
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
保
健
課
健
康
増

進
係
☎
内
線
１
３
８
・
１
６
４

442021（令和 3）年 4月 - 広報たるみず45 Tarumizu  City  Public  Relations


